
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
静止画データ及び動画データに基づいて表示部を駆動する表示ドライバであって、
走査ラインごとに静止画データが読み出されるＲＡＭと、
動画データが走査ライン単位で記憶されるラインメモリと、

１走査ラインのカラム位置ごとに静止画
又は動画を指定するためのカラムデータを記憶するカラムデータレジスタと、

走査ラインごとに静止画又は動画を指定するためのライ
ンデータを記憶するラインデータレジスタと、
走査ラインのカラム位置ごとに、前記ラインデータ及び前記カラムデータに基づいて前記
画像判定データを生成する画像判定データ生成手段と、
カラム位置ごとに、ＲＡＭの走査ライン出力又はラインメモリの出力の一方を、前記画像
判定データに基づいて出力するセレクタとを含み、

前記セレクタの出力に基づいて前記表示部を駆動することを特徴とする表示ドライバ。
【請求項２】
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１走査ラインのカラム位置数分のビット数を有し

走査ライン数分のビット数を有し

前記画像判定データ生成手段が、
　走査ラインごとに、前記カラムデータが動画を指定し且つ前記ラインデータが動画を示
すカラム位置では前記セレクタが前記ラインメモリから動画データを出力すると共に、そ
れ以外のカラム位置では前記セレクタが前記ＲＡＭから静止画データを出力するように前
記画像判定データを生成し、



複数の信号電極と複数の走査電極により駆動される電気光学素子を有するパネルと、
前記複数の信号電極を駆動する の表示ドライバと、
前記複数の走査電極を走査駆動する走査駆動ドライバと、
を含むことを特徴とする表示ユニット。
【請求項３】
複数の信号電極と複数の走査電極により駆動される電気光学素子と、　前記複数の信号電
極を駆動する の表示ドライバと、
を含むことを特徴とする表示パネル。
【請求項４】

に記載の表示ユニットと、
前記表示ユニットに、静止画データ及び動画データを供給する画像データ供給回路と、
を含むことを特徴とする電子機器。
【請求項５】
静止画データ及び動画データに基づいて表示部を駆動する表示駆動方法であって、

１走査ラインのカラム位置ごとに静止画
又は動画を指定するためのカラムデータと、 走査ライン
ごとに静止画又は動画を指定するためのラインデータとに基づいて、走査ラインのカラム
位置ごとに、画像判定データを生成し、
前記画像判定データに基づいてカラム位置ごとに選択された静止画データ及び動画データ
を含む１走査ライン分の画像データを生成し、
前記画像データに基づいて表示部を駆動し、

特徴とする表示駆動方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、動画及び静止画を表示駆動するための表示ドライバと、これを用いた表示ユニ
ット及び電子機器に関する。
【０００２】
【背景技術及び発明が解決しようとする課題】
例えば携帯電話機のような携帯型の電子機器に関して、ＭＰＥＧ（Ｍｏｖｉｎｇ　Ｐｉｃ
ｔｕｒｅ　Ｅｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ）の規格により圧縮して符号化された画像データ
を受信又は送信する技術が提案されている。このような技術によれば、その表示部には、
例えば従来の静止画の表示領域に動画を表示させることができる。
【０００３】
携帯電話機を例にすると、表示部に表示される画像データのうち特に処理負荷が軽い静止
画データは、携帯電話機の制御を司る中央処理装置（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉ
ｎｇ　Ｕｎｉｔ：以下、ＣＰＵと略す。）により生成される。生成された静止画データは
、表示データＲＡＭに転送され、フレーム周期で、例えば１走査ライン分のデータ単位で
読み出される。これにより、ＣＰＵの処理負荷の軽減と、低消費電力化とを図る。
【０００４】
一方、動画データは処理量が多くリアルタイム性が必要とされるため、他にデータの送受
信や通話などの処理を行う必要があるＣＰＵとは別個にＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇ
ｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）などの専用コントローラが設けられ、これらコントローラ
により生成される。動画データも、上述した表示データＲＡＭに転送することも可能であ
るが、１走査ライン分のみを記憶する１走査ラインメモリを用いることによって、静止画
データとの混在処理に伴う回路の複雑化を回避し、低消費電力化を図ることができる。
【０００５】
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請求項１記載

請求項１記載

請求項２

１走査ラインのカラム位置数分のビット数を有し
走査ライン数分のビット数を有し

　前記画像判定データは、
　走査ラインごとに、前記カラムデータが動画を指定し且つ前記ラインデータが動画を示
すカラム位置では動画データが選択されると共に、それ以外のカラム位置では静止画デー
タが選択されるように生成されることを



このような動画及び静止画の混在表示を行う技術としては、種々提案されており、例えば
特開平８－７６７２１号公報「マトリックスパネル表示装置」や特開平９－２８１９３３
号公報「データドライバ及びこれを用いた液晶表示装置、情報処理装置」には、表示デー
タＲＡＭから読み出された静止画データと、１走査ライン分の動画データとを、１走査ラ
インごとに、切り換え信号によって選択的に出力した混在データに基づき表示駆動する技
術が開示されている。
【０００６】
しかしながら、このような技術では１走査ライン単位でしか静止画と動画とを混在表示さ
せることができない。すなわち、１走査ライン上で静止画と動画とを混在させて表示する
ことができない。このため、静止画が表示される静止画領域において、１走査ライン上で
静止画及び動画が混在表示されるような特定の矩形領域に動画データを表示するようなこ
とができない。
【０００７】
本発明は、以上のような技術的課題に鑑みてなされたものであり、その目的とするところ
は、静止画及び動画の混在処理に伴う回路の複雑化と消費電力の増加を招くことなく、１
走査ライン上で静止画及び動画を混在させて表示駆動できる表示ドライバと、これを用い
た表示ユニット及び電子機器を提供することにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するために本発明は、静止画データ及び動画データに基づいて表示部を表
示駆動する表示ドライバであって、走査ラインごとに静止画データが読み出されるＲＡＭ
と、動画データが走査ライン単位で記憶されるラインメモリと、カラム位置ごとに、ＲＡ
Ｍの走査ライン出力又はラインメモリの出力の一方を、画像判定データに基づいて切り換
えて出力するセレクタとを含む表示ドライバに関係する。
【０００９】
なお、画像判定データは、当該表示ドライバ内で生成するようにしても良いし、静止画デ
ータ等と共に外部から供給されるものであっても良い。
【００１０】
本発明によれば、走査ラインごとに動画データを記憶するラインメモリを設け、表示部の
走査ラインごとに、ＲＡＭから読み出された静止画データとラインメモリから読み出され
た動画データとを、画像判定データに基づき、カラム位置ごとにいずれか一方を選択出力
させるようにしたので、静止画及び動画の混在処理に伴う回路の複雑化と消費電力の増加
を招くことなく、１走査ライン上で静止画及び動画を混在させて表示駆動できる。
【００１１】
ここで、走査ラインは、表示部における走査方向に１画素単位で走査されるラインであっ
ても良いし、２以上の複数画素単位で走査されるラインであっても良い。
【００１２】
また本発明は、前記画像判定データは、前記動画データ若しくは静止画データに基づいて
駆動される表示領域のカラム位置を特定するためのカラムアドレス及び前記表示領域のラ
イン位置を特定するためのラインアドレスに基づいて生成されてもよい。
【００１３】
ここで、画像判定データは、表示ドライバ内でカラムアドレス及びラインアドレスに基づ
いて生成するようにしても良いし、外部でカラムアドレス及びラインアドレスに基づいて
生成された画像判定データを表示ドライバに供給するようにしても良い。
【００１４】
本発明によれば、画像表示領域における任意の領域をラインアドレス及びカラムアドレス
を用いて特定し、動画データ若しくは静止画データが１走査ライン上で混在した画像を表
示させることができる。したがって、低消費電力を図り、しかもその表示領域を任意に変
更できる動画及び静止画の混合表示が可能となる。
【００１５】
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また本発明は、前記画像判定データは、走査ラインごとに、動画データ若しくは静止画デ
ータに基づいて駆動される表示領域のカラム位置に応じて生成されてもよい。
【００１６】
本発明によれば、走査ラインごとに、画像判定データに基づくカラム位置における切り換
えにより、混在表示を行うようにしたので、混在表示に伴う回路規模を大幅に縮小し、か
つ低消費電力化を実現することができる。
【００１７】
また本発明は、１カラムの各走査ライン位置について動画データに基づいて駆動すべきか
否かを示すラインデータを記憶するラインデータレジスタと、１走査ラインの各カラム位
置について動画データに基づいて駆動すべきか否かを示すカラムデータを記憶するカラム
データレジスタと、前記表示部の走査ラインのカラム位置ごとに、前記ラインデータ及び
前記カラムデータに基づいて前記画像判定データを生成する画像判定データ生成手段とを
含むことができる。
【００１８】
本発明によれば、１カラムの各走査ライン分のラインデータと、１走査ラインの各カラム
分のカラムデータのみで１フレームの動画及び静止画の混在表示を行うことができる。
【００１９】
また本発明は、前記ＲＡＭが、少なくとも各カラムに関連付けて、動画データを表示すべ
きか否かの画像判定データを記憶し、前記セレクタは、カラム位置ごとに、ＲＡＭの走査
ライン出力又はラインメモリの出力のいずれか一方を、前記ＲＡＭに記憶された画像判定
データに基づいて切り換えて出力することができる。
【００２０】
本発明によれば、表示データＲＡＭの各カラムに関連付けて画像判定データを記憶するよ
うにしたので、容易に１走査ライン上でＲＡＭの走査ライン出力とラインメモリの出力を
混在させることができる。
【００２１】
また本発明は、前記ＲＡＭが、走査ラインごとに前記画像判定データを記憶し、前記セレ
クタは、走査ライン単位で、カラム位置ごとに、ＲＡＭの走査ライン出力又はラインメモ
リの出力のいずれか一方を、前記ＲＡＭに記憶された画像判定データに基づいて切り換え
て出力することができる。
【００２２】
本発明によれば、走査ラインごとに画像判定データをＲＡＭに記憶させるようにし、走査
ライン単位で、カラム位置ごとに、ＲＡＭの走査ライン出力又はラインメモリの出力のい
ずれか一方を切り換えて出力するようにしたので、一方の画像表示領域に、他方の画像を
混在させる場合の画像表示領域は矩形領域に限定されることがない。この場合、表示デー
タＲＡＭの容量は、多階調化に伴い増加の一途をたどっているため、当該画像判定データ
を各カラムに関連付けて記憶させたとしても、ほとんど回路規模に影響を与えることがな
い。
【００２３】
また本発明に係る表示ユニットは、複数の信号電極と複数の走査電極により駆動される電
気光学素子を有するパネルと、前記複数の信号電極を駆動する上記いずれかに記載の表示
ドライバと、前記複数の走査電極を走査駆動する走査駆動ドライバとを含むことができる
。
【００２４】
本発明によれば、１走査ライン上に動画及び静止画を混在させた表示を、回路規模を増加
させることなく、低コストかつ低消費電力で実現する表示ユニットを提供することができ
る。
【００２５】
また本発明に係る電子機器は、上記記載の表示ユニットと、前記表示ユニットに、静止画
データ及び動画データを供給する画像データ供給回路とを含むことができる。
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【００２６】
本発明によれば、表示ユニットでの静止画及び動画の混合表示に際し、１走査ライン上に
動画及び静止画を混在させることができ、しかも装置の低コスト化及び低消費電力化を図
ることができる。
【００２７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の好適な実施の形態について図面を用いて詳細に説明する。
【００２８】
なお以下の説明する実施の形態は、特許請求の範囲に記載された発明の内容を不当に限定
するものではない。また以下の実施の形態で説明される構成の全てが本発明の必須構成要
件とは限らない。
【００２９】
１．　第１の実施形態
以下、本発明の第１の実施形態について説明する。
【００３０】
１．１　電子機器
図１に、本発明が適用される電子機器の概略ブロック図を示す。
【００３１】
電子機器１０は、ＣＰＵ１２、コントローラ１４、表示ユニット２０を含む。
【００３２】
ＣＰＵ１２は、図示しないＲＡＭなどのメモリに記憶されたプログラム若しくはファーム
ウェアにしたがって、表示ユニット２０の表示部を表示駆動するための静止画データを生
成する。
【００３３】
コントローラ１４は、ＭＰＥＧ規格によってデコードされた動画データを生成し、その機
能はＡＳＩＣ（ゲートアレイ）又はＤＳＰなどのハードウェアや図示しないＲＡＭに記憶
されたプログラム若しくはファームウェアにより実現される。
【００３４】
表示ユニット２０は、電気光学素子を有するマトリクスパネル例えばカラー液晶パネル２
２と、この液晶パネル２２を駆動する表示データＲＡＭ２４及びラインメモリ２６を内蔵
したＸドライバＩＣ（広義には、データ駆動ドライバ。更に広義には、表示ドライバ）２
８と、走査用のＹドライバ（広義には、走査駆動ドライバ）３０とを含む。
【００３５】
液晶パネル２２は、電圧印加によって光学特性が変化する液晶その他の電気光学素子を用
いたものであればよい。液晶パネル２２としては、例えば単純マトリクスパネルで構成で
き、この場合、複数のセグメント電極（信号電極、第１の電極）が形成された第１基板と
、コモン電極（走査電極、第２の電極）が形成された第２基板との間に、液晶が封入され
る。液晶パネル２２は、薄膜トランジスタ（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ
：ＴＦＴ）、薄膜ダイオード（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｄｉｏｄｅ：ＴＦＤ）等の３端子素
子、２端子素子を用いたアクティブマトリクスパネルであってもよい。これらのアクティ
ブマトリクスパネルも、表示データＲＡＭ２４及びラインメモリ２６を内蔵したＸドライ
バＩＣ２８により駆動される複数の信号電極（第１の電極）と、ＹドライバＩＣ３０によ
り走査駆動される複数の走査電極（第２の電極）を有する。
【００３６】
なお図１２に示すように、液晶パネル（広義には、表示パネル）２２が形成されるガラス
基板上に、ＸドライバＩＣ２８と同等の機能を有する表示駆動回路（広義には、表示ドラ
イバ）を設けてもよい。この場合、液晶パネル２２は、複数の信号電極及び複数の走査電
極により駆動される電気光学素子と、上記表示駆動回路とを含むことができる。また、該
ガラス基板上にＹドライバ３０と同等の機能を有する走査駆動回路を設けてもよい。
【００３７】
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このような液晶パネル２２は、静止画データに基づいて表示駆動された静止画と、動画デ
ータに基づいて表示駆動された動画とを同時に表示することができるようになっている。
この場合、図１に示すように、液晶パネル２２に、動画表示領域２２Ａと、それ以外の静
止画表示領域２２Ｂとが設定される。
【００３８】
ＣＰＵ１２は、ＸドライバＩＣ２８に対して、表示コマンドと静止画データとを供給する
。そのため、ＣＰＵ１２は、ＸドライバＩＣ２８に対して、例えば表示コマンドと静止画
データとを区別する識別信号Ａ０、反転リセット信号ＸＲＥＳ、反転チップセレクト信号
ＸＣＳ、反転リード信号ＸＲＤ及び反転ライト信号ＸＷＲなどの制御信号を供給する。そ
の際、例えばデータＤ７～Ｄ０の８ビットデータは、識別信号Ａ０の論理によって、静止
画データ又は表示コマンドとして区別される。データＤ７～Ｄ０を介してＸドライバＩＣ
２８に対して静止画データが供給された場合、当該静止画データは１フレーム単位に表示
データＲＡＭ２４に記憶される。
【００３９】
コントローラ１４は、ＸドライバＩＣ２８に対して、動画データを供給する。そのため、
コントローラ１４は、ＸドライバＩＣ２８に対して、動画データを書き込むための書込ク
ロック、書き込み用の垂直同期信号Ｖｓｙｎｃ、書き込み用の水平同期信号Ｈｓｙｎｃな
どの制御信号を供給する。動画データは、例えば各６ビットのＲ、Ｇ、Ｂ信号である。こ
の動画データは、１走査ライン単位にラインメモリ２６に記憶される。
【００４０】
ＸドライバＩＣ２８は、表示ユニット２０における所与の水平方向の走査周期で、１走査
ラインごとに表示データＲＡＭ２４から静止画データ、ラインメモリ２６から１走査ライ
ン単位の動画データをそれぞれ読み出し、画像判定データに基づいて、１走査ラインのカ
ラム位置ごとに静止画データ若しくは動画データのいずれか一方が選択出力された画像デ
ータを生成する。このようにカラム位置ごとに出力された画像データが、混在データとな
る。ＸドライバＩＣ２８は、この混在データに基づき、液晶パネル２２を表示駆動する。
【００４１】
画像判定データは、液晶パネル２２の表示領域でのカラム位置を特定するためのカラムア
ドレスと、液晶パネル２２の表示領域でのライン位置を特定するためのラインアドレスと
に基づいて生成される。このような画像判定データは、例えばＸドライバＩＣ２８で生成
されるようにしてもよいし、ＣＰＵ１２やコントローラ１４で生成するようにしてもよい
。
【００４２】
図２に、図１に示したＣＰＵ１２、コントローラ１４を搭載した携帯電話機の構成の概要
を示す。
【００４３】
携帯電話機（広義には、電子機器）４０は、ＣＰＵ１２によって構成各部が制御される。
ＣＰＵ１２には、静止画用メモリ４２及びコントローラ１４が接続されている。コントロ
ーラ１４には、動画用メモリ４４が接続されている。
【００４４】
ここで、ＣＰＵ１２、コントローラ１４、静止画用メモリ４２及び動画用メモリ４４を、
１チップに集積化したＭＰＵ４６として構成するようにしてもよい。静止画用メモリ４２
及び動画用メモリ４４には、ＣＰＵ１２、コントローラ１４を制御するためのプログラム
を記憶させるようにしても良い。
【００４５】
携帯電話機４０には、アンテナ４８を介して受信された信号を復調し、あるいはアンテナ
４８を介して送信される信号を変調する変復調回路５０が設けられている。そして、アン
テナ４８からは、例えばＭＰＥＧの規格に符号化された動画データを送受信可能となって
いる。
【００４６】
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この携帯電話機４０には、例えばディジタルビデオカメラ５２を設けることもできる。こ
のディジタルビデオカメラ５２を介して動画データを取り込むことができる。携帯電話機
４０でのデータ送受信、ディジタルビデオカメラ５２での撮影に必要な操作情報は、操作
入力部５４を介して入力される。
【００４７】
ＣＰＵ１２は、液晶パネル２２の動画表示領域２２Ａに動画を表示する際に、その動画の
サイズを動画情報から決定する。そして、液晶パネル２２の動画表示領域２２Ａを特定す
るスタートアドレスＳＡ、エンドアドレスＥＡそれぞれについて、カラム位置を示すカラ
ムアドレスとライン位置を示すラインアドレスをＸドライバＩＣ２８に設定する。Ｘドラ
イバＩＣ２８は、これらアドレスに基づいて、１走査ラインのカラム位置ごとに静止画デ
ータ若しくは動画データのいずれか一方が選択出力された混在データを生成する。
【００４８】
動画表示領域２２Ａに表示される動画は、アンテナ４８又はディジタルビデオカメラ５２
から供給される。アンテナ４８から入力される信号は、変復調回路５０を介して復調され
てコントローラ１４により信号処理される。コントローラ１４は、動画用メモリ４４と接
続され、アンテナ４８、変復調回路５０を介して入力される圧縮データを伸張し、またＭ
ＰＥＧの規格にて符号化されているデータについてはデコードする。変復調回路５０、ア
ンテナ４８を介して送信されるデータは、コントローラ１４において圧縮され、ＭＰＥＧ
の規格にて符号化して送信する場合はエンコードされる。このようにコントローラ１４は
、ＭＰＥＧのデコーダ、エンコーダとしての機能を有する。
【００４９】
コントローラ１４には、ディジタルビデオカメラ５２からの信号も入力され、アンテナ４
８又はディジタルビデオカメラ５２から入力された信号はコントローラ１４においてＲＧ
Ｂ信号に処理されて表示ユニット２０に供給される。
【００５０】
ＣＰＵ１２は、操作入力部５４からの情報等に基づき、必要により静止画用メモリ４２を
用いて、液晶パネル２２に表示される静止画用の表示に必要な表示コマンド、静止画デー
タを表示ユニット２０に出力する。
【００５１】
例えば、液晶パネル２２の動画表示領域２２Ａにはインターネットを経由して映画情報と
して配信された映画の予告編、静止画表示領域２２Ｂにはその映画を上映する劇場チケッ
トの予約情報を、それぞれ表示するものとする。この場合、ＣＰＵ１２は、さらに変復調
回路５０、アンテナ４８を介して操作入力部５４を介して入力されたチケットの予約希望
を送出制御して、当該映画のチケットの予約ができるようにすることができる。
【００５２】
１．２　表示ドライバ
図３に、第１の実施形態における表示ドライバとしてのＸドライバＩＣ２８の構成の概要
を示す。
【００５３】
ただし、図１に示すＸドライバＩＣ２８と同一部分には同一符号を付し、適宜説明を省略
する。
【００５４】
第１の実施形態におけるＸドライバＩＣ２８は、１フレーム分の静止画データを記憶する
表示データＲＡＭ２４、１走査ライン分の動画データを記憶するラインメモリ２６を少な
くとも含む。
【００５５】
静止画データは、ＣＰＵ１２からの表示コマンド（制御信号）に基づき、ＲＡＭ制御回路
６０によって少なくとも１フレーム分、表示データＲＡＭ２４に書き込まれる。表示デー
タＲＡＭ２４からは、ＲＡＭ制御回路６０によって、表示ユニット２０における所与のフ
レーム周期で、１フレーム分の静止画データが読み出される。その際、表示データＲＡＭ
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２４からは、液晶パネル２２の１走査ライン分のデータ単位の静止画データが、液晶パネ
ル２２の水平方向の走査周期で読み出される。
【００５６】
動画データは、液晶パネル２２の１走査ライン分のデータ単位でラインメモリ２６に書き
込まれる。このため、コントローラ１４によって生成された当該１走査ライン分の動画デ
ータは、コントローラ１４から入力される書込クロックに同期してシフトレジスタ６２に
順次書き込まれる。１走査ラインの表示にＮ個のデータが必要な場合、書込クロックのＮ
クロック単位でコントローラ１４から書き込み用の水平同期信号Ｈｓｙｎｃが入力され、
この書き込み用の水平同期信号Ｈｓｙｎｃに同期して、シフトレジスタ６２のＮ個のデー
タがラインメモリ２６にラッチされる。
【００５７】
セレクタ回路６４は、画像判定データに基づき、カラム位置ごとに、表示データＲＡＭ２
４から読み出される静止画データと、ラインメモリ２６から読み出される動画データとの
うちいずれか一方を選択し、静止画及び動画の混在データとして出力する。
【００５８】
セレクタ回路６４から選択出力された１走査ライン分の混在データは、表示ユニット２０
の表示用の水平同期信号Ｈｓｙｎｃに同期して、出力ラッチ回路６６にラッチされる。
【００５９】
液晶駆動回路６８は、出力ラッチ回路６６でラッチされた混在データに基づいて、表示ユ
ニット２０の液晶パネル２２の表示系の電圧に応じてシフトした駆動電圧をセグメント電
極に供給する。
【００６０】
図４に、図３に示したＸドライバＩＣ２８の動作の一例を示す。
【００６１】
ここでは、ＣＰＵ１２から、表示コマンドに基づいて、１フレーム分の静止画データが表
示データＲＡＭ２４に書き込まれているものとする。
【００６２】
コントローラ１４からは、書込クロックに同期して、シリアル転送された動画データが順
次シフトレジスタ６２に書き込まれる。コントローラ１４は、書込クロックＮ個に対して
、書き込み用の水平同期信号Ｈｓｙｎｃを生成する。したがって、シフトレジスタ６２に
書き込まれたＮ個のシリアル転送された動画データは、この書き込み用の水平同期信号Ｈ
ｓｙｎｃに同期して、ラインメモリ２６に書き込まれる。
【００６３】
表示ユニット２０においては、図示しない表示タイミング制御回路において生成された所
与のフレーム周期で、画像データに基づいて表示駆動される。そのため、表示データＲＡ
Ｍ２４からは、当該フレーム周期で、ＲＡＭ制御回路６０により、静止画データが１走査
ライン単位で読み出される。
【００６４】
画像判定データも、上述したフレーム周期における１走査ラインごとに、カラム位置ごと
に静止画データまたは動画データのいずれを選択出力させるかを指示する。セレクタ回路
６４は、この画像判定データに基づき、カラム位置ごとに、表示データＲＡＭ２４から読
み出される静止画データと、ラインメモリ２６から読み出される動画データとのうち、い
ずれか一方のみをセレクタ出力として静止画及び動画の混在データを出力する。
【００６５】
１．３　画像判定データ
（アドレスによる判定）
このような画像判定データは、例えば表示ユニット２０の液晶パネル２２の表示領域を特
定するカラムアドレス及びラインアドレスに基づいて生成される。
【００６６】
図５に、液晶パネル２２におけるカラムアドレス及びラインアドレスを説明するための図
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を示す。
【００６７】
液晶パネル２２における画像表示領域のうち静止画表示領域２２Ｂにおける矩形領域に動
画表示領域２２Ａが表示される場合、スタートアドレスＳＡとエンドアドレスＥＡが設定
される。すなわち、動画表示領域２２Ａは、スタートアドレスＳＡとエンドアドレスＥＡ
とにより特定される。このようなスタートアドレスＳＡとエンドアドレスＥＡとは、ＣＰ
Ｕ１２により、ＸドライバＩＣ２８に対して設定される。
【００６８】
スタートアドレスＳＡは、スタートラインアドレス及びスタートカラムアドレスによって
定義される。エンドアドレスＥＡは、エンドラインアドレス及びエンドカラムアドレスに
よって定義される。
【００６９】
液晶パネル２２は、表示用の垂直同期信号Ｖｓｙｎｃに同期して１フレーム分の表示が開
始され、表示用の水平同期信号Ｈｓｙｎｃに同期して１走査ライン単位で表示駆動される
。
【００７０】
この場合、各走査ラインのカラム位置ごとに、表示用の水平同期信号Ｈｓｙｎｃにより更
新される各走査ラインを特定するラインアドレスと、１走査ライン上の各カラム位置を特
定するカラムアドレスとから、ＣＰＵ１２によって設定された静止画表示領域であるか、
動画表示領域であるかを判定することができる。
【００７１】
例えば、表示領域全てを静止画表示領域とした場合、ライン方向については、スタートア
ドレスＳＡのスタートラインアドレスと、エンドアドレスＥＡのエンドラインアドレスと
の間を動画表示領域として判定することができる。同様に、カラム方向については、スタ
ートアドレスＳＡのスタートカラムアドレスと、エンドアドレスＥＡのエンドカラムアド
レスとの間を動画表示領域として判定することができる。このような判定結果は、画像判
定データとして、表示用の水平同期信号Ｈｓｙｎｃに同期してセレクタ回路６４に供給さ
れる。
【００７２】
このような判定は、ＣＰＵ１２によって動画表示領域をスタートアドレスＳＡ及びエンド
アドレスＥＡによって設定されたコントローラ１４によって、書き込み用の水平同期信号
に同期して行い、これを１走査ライン単位で転送する動画データと共に、ＸドライバＩＣ
２８に供給するようにしても良い。この場合、ＸドライバＩＣ２８は、転送された当該判
定結果に基づいて、１走査ライン単位で静止画データ及び動画データのいずれか一方を選
択出力するだけで良い。
【００７３】
なお、ここでは、静止画表示領域２２Ｂの領域内に動画表示領域２２Ａを配置するように
していたが、動画表示領域２２Ａの領域内に静止画表示領域２２Ｂを配置する場合も同様
に判定することができる。
【００７４】
（データによる判定）
また、第１の実施形態における画像判定データは、上述したようにラインアドレス及びカ
ラムアドレスに基づいて生成するものに限らず、あらかじめ静止画を表示すべきか動画を
表示すべきかを示す１ビットの画像判定データを、それぞれラインデータ及びカラムデー
タとして設定し、当該ラインデータ及びカラムデータに基づいて生成されるようにしても
良い。この場合、上述した場合より、回路規模を大幅に縮小することができ、低消費電力
化をより一層図ることができる。
【００７５】
カラムデータは、液晶パネル２２の１走査ラインごとに各カラム位置において静止画を表
示すべきか動画を表示すべきかを示すデータである。ラインデータは、液晶パネル２２の
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カラム位置ごとに各走査ラインにおいて静止画を表示すべきか動画を表示すべきかを示す
データである。
【００７６】
図６に、液晶パネル２２におけるラインデータとカラムデータを説明するための図を示す
。
【００７７】
ここで、静止画を表示する場合は論理レベル「Ｌ」、動画を表示する場合は論理レベル「
Ｈ」であるものとすると、カラムデータは、例えば１走査ラインごとに各カラム位置に動
画及び静止画のいずれを表示させるかを示す「ＬＬ・・・ＬＨＨ・・・ＨＬ・・・ＬＬ」
となる。例えば、１走査ラインの各カラム位置が静止画データのみの場合には、カラムデ
ータは「ＬＬ・・・ＬＬ」となり、１走査ラインの各カラム位置が動画データのみの場合
には、カラムデータは「ＨＨ・・・ＨＨ」となる。
【００７８】
一方、ラインデータは、例えばカラム位置ごとに各走査ラインに動画及び静止画のいずれ
を表示させるかを示す「ＬＬ・・・ＬＨＨ・・・ＨＬ・・・ＬＬ」となる。例えば、ある
カラム位置における各走査ラインが静止画データのみの場合には、ラインデータは「ＬＬ
・・・ＬＬ」となり、あるカラム位置における各走査ラインが動画データのみの場合には
、ラインデータは「ＨＨ・・・ＨＨ」となる。
【００７９】
図７（Ａ）に、このようなカラムデータとラインデータとから混在データを生成するため
の真理値表を示す。図７（Ｂ）に、ラインデータとカラムデータとに基づいて混在データ
を生成するための具体的な構成例を示す。
【００８０】
すなわち、図６及び図７（Ａ）に示すように、ラインデータの論理レベルとカラムデータ
の論理レベルとが共に「Ｈ」である領域が、動画表示領域２２Ａとなる。
【００８１】
そこで、例えば図７（Ｂ）に示すように、ラインデータ及びカラムデータが共に論理レベ
ル「Ｈ」の場合に、動画データが選択出力されるように、画像判定データを生成する。
【００８２】
図８に、上述した画像判定データを生成する画像判定データ生成回路の構成の一例を示す
。
【００８３】
画像判定データ生成回路は、上述したラインデータを記憶するラインデータレジスタ８０
と、上述したカラムデータを記憶するカラムデータレジスタ８２と、１走査ラインのカラ
ム位置ごとに設けられそれぞれ画像判定データを生成するデータ生成回路８４とを含む。
【００８４】
ラインデータレジスタ８０は、書き込み用の水平同期信号Ｈｓｙｎｃに同期して、液晶パ
ネル２２の走査方向の最初の走査ラインから、順に１ビットずつラインデータをシフト出
力する。このシフト出力は、１走査ラインのカラム位置ごとに設けられたデータ生成回路
８４に供給される。
【００８５】
カラムデータレジスタ８２は、表示用の水平同期信号Ｈｓｙｎｃに同期して１走査ライン
の各カラム位置に静止画及び動画のいずれを出力するべきかを示すカラムデータを出力す
る。カラムデータの各ビットは、カラム位置ごとに設けられたデータ生成回路８４に供給
される。
【００８６】
データ生成回路８４は、表示用の水平同期信号Ｈｓｙｎｃに同期して、カラム位置ごとに
、ラインデータレジスタ８０からの１ビット出力と、カラムデータレジスタ８２の各カラ
ムのカラムデータとから、図７（Ａ）に示すように、カラムデータ及びラインデータが共
に論理レベル「Ｈ」の場合に、動画データが選択出力するように、画像判定データを生成
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する。
【００８７】
こうすることで、１走査ライン分のカラムデータと、各走査ラインにおけるラインデータ
とにより、１フレーム分の表示領域において、任意の矩形領域で静止画及び動画の混在表
示が可能となる。しかも、回路規模を大幅に縮小することができ、低消費電力化をより一
層図ることができる。
【００８８】
なお、このような画像判定データ生成回路は、ＣＰＵ１２によって上述したラインデータ
及びカラムデータが設定されたコントローラ１４により、書き込み用の水平同期信号に同
期して１走査ライン単位で、動画データと共に、ＸドライバＩＣ２８に供給するようにし
ても良い。また、コントローラ１４は、ＣＰＵ１２によって動画表示領域としてスタート
アドレスＳＡ及びエンドアドレスＥＡが設定され、当該スタートアドレスＳＡ及びエンド
アドレスＥＡから上述したラインデータ及びカラムデータを生成するようにしても良い。
いずれの場合でも、ＸドライバＩＣ２８は、転送された画像判定データに基づいて、１走
査ライン単位で静止画データ及び動画データのいずれか一方を選択出力するだけで良い。
【００８９】
このように第１の実施形態におけるＸドライバＩＣ２８では、回路規模を複雑化させるこ
となく、低消費電力で、１ライン上で動画及び静止画の表示が可能となる。また、動画デ
ータ生成用のコントローラと、静止画用のＣＰＵとで完全分離することができ、処理の分
散化を図り、ＣＰＵの負荷軽減を維持できる。
【００９０】
１．４　ＸドライバＩＣの具体的な構成例
図９に、上述したＸドライバＩＣ２８の詳細なブロック構成例を示す。
【００９１】
このＸドライバＩＣ２８は、入出力回路として、ＣＰＵインタフェース１００と、入出力
バッファ１０２、入力バッファ１０４を有している。
【００９２】
ＣＰＵインタフェース１００には、反転チップセレクト信号ＸＣＳ、コマンド及びデータ
の識別信号Ａ０、反転リード信号ＸＲＤ、反転ライト信号ＸＷＲ、反転リセット信号ＸＲ
ＥＳなどが入力される。入出力バッファ１０２には、例えば８ビットの表示コマンドと又
は静止画データＤ７～Ｄ０が入力される。なお、ここでは、データＤ７～Ｄ０は、パラレ
ルで入出力されるものとしているが、ＸドライバＩＣ２８内の表示データＲＡＭからＣＰ
Ｕ１２にデータを読み出す必要がない場合には、先頭ビットを識別信号Ａ０として、それ
に続くデータＤ７～Ｄ０の各ビットデータをシリアルで入出力してもよい。この場合、Ｃ
ＰＵ１２及びＸドライバＩＣ２８における表示部の表示駆動に係る端子数を削減すること
ができる。
【００９３】
入力バッファ１０４には、例えば各６ビットのＲ、Ｇ、Ｂ信号からなる動画データと、ク
ロック信号ＣＬＫとが入力される。各６ビットのＲ、Ｇ、Ｂ信号は、クロック信号ＣＬＫ
に同期したパラレルで入力される。
【００９４】
ＸドライバＩＣ２８には、ＣＰＵインタフェース１００及び入出力バッファ１０２が接続
された第１のバスライン１１０と、入力バッファ１０４に接続された第２のバスライン１
２０とが設けられている。
【００９５】
第１のバスライン１１０にはバスホールダ１１２とコマンドデコーダ１１４とが接続され
、第２のバスライン１２０にはバスホールダ１２２が接続されている。なお、入出力バッ
ファ１０２には、ステータス設定回路１１６が接続され、ＸドライバＩＣ２８の動作状態
がＣＰＵ１２に出力されるようになっている。この動作状態とは、例えば表示がオン状態
であるか否かや、画面内の所与のスクロール領域のスクロールモードといったＸドライバ
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ＩＣ２８で設定されている内部状態であり、ＣＰＵ１２から入力された所与のコマンドが
コマンドデコーダ１１４でデコードされた結果、出力されるようになっている。
【００９６】
第１のバスライン１１０は、表示データＲＡＭ２４のＩ／Ｏバッファ１６２に接続され、
表示データＲＡＭ２４に対してリード、ライトされる静止画データが伝送される。
【００９７】
第２のバスライン１２０は、ラインメモリ２６に接続され、このラインメモリ２６に１走
査ラインのデータ単位で書き込まれる動画データが伝送される。
【００９８】
ＸドライバＩＣ２８には、上述した表示データＲＡＭ２４、Ｉ／Ｏバッファ１６２、ライ
ンメモリ２６の他に、ＣＰＵ系制御回路１３０、カラムアドレス制御回路１４０、ページ
アドレス制御回路１５０、ドライバ系制御回路１７０、セレクタ回路１８０、ＰＷＭデコ
ーダ回路１９０及び液晶駆動回路６８等が設けられている。
【００９９】
ＣＰＵ系制御回路１３０は、コマンドデコーダ１１４を介して入力されるＣＰＵ１２の表
示コマンドに基づいて、表示データＲＡＭ２４に対するリード、ライト動作を制御する。
このＣＰＵ系制御回路１３０により制御されるカラムアドレス制御回路１４０及びページ
アドレス制御回路１５０が設けられている。カラムアドレス制御回路１４０により指定さ
れるカラムアドレスと、ページアドレス制御回路１５０により指定されるページアドレス
とにより、表示データＲＡＭ２４の読み出し先と書き込み先とが特定される
なお、図９では図示していないが、ＣＰＵ１２からの書き込み用の水平・垂直同期信号Ｈ
・ＶｓｙｎｃがＣＰＵ系制御回路１３０に入力される。書き込み用の水平同期信号Ｈｓｙ
ｎｃは、動画データの書き込みの際のノイズ等の誤書き込みによる表示ずれ等を極力抑え
るために、カラムアドレス制御回路１４０及びページアドレス制御回路１５０内に設けら
れたカウンタのセット、リセットに用いられる。さらに、書き込み用の水平・垂直同期信
号Ｈ・Ｖｓｙｎｃは、カラムアドレス、ページアドレスをスタートアドレスＳＡに戻すた
めに用いられる。
【０１００】
ドライバ系制御回路１７０は、Ｘドライバ系制御回路１７２及びＹドライバ系制御回路１
７４を含む。このドライバ系制御回路１７０は、発振回路１７６からの発振出力に基づい
て表示用の垂直同期信号Ｖｓｙｎｃ、階調制御パルスＧＣＰ、極性反転信号ＦＲ、走査用
ラッチパルスＬＰ、Ｙドライバ用スタートパルスＹＤ、Ｙドライバ用走査クロックＹＣＬ
Ｋ、表示データＲＡＭ２４への書き込みクロック等を発生させ、ＣＰＵ系制御回路１３０
とは独立して、セレクタ回路１８０、ＰＷＭデコーダ回路１９０、電源制御回路１７８お
よびＹドライバＩＣ３０を制御する。
【０１０１】
第１の実施形態のドライバ系制御回路１７０は、発振回路１７６からの発振出力に基づい
て生成された表示用の垂直同期信号Ｖｓｙｎｃを外部出力する。例えばコントローラ１４
は、生成した動画データを、この表示用の垂直同期信号Ｖｓｙｎｃに同期してＸドライバ
ＩＣ２８に供給する。
【０１０２】
ドライバ系制御回路１７０は、発振回路１７６からの発振出力に基づいて生成された書き
込みクロックに同期して、供給された動画データをラインメモリ２６に書き込む。
【０１０３】
さらに、ドライバ系制御回路１７０は、発振回路１７６からの発振出力に基づいて生成さ
れた走査用ラッチパルスＬＰを基準に、表示用データＲＡＭ２４から１フレーム分の画像
を１走査ライン毎に読み出す。
【０１０４】
セレクタ回路１８０は、図３に示すセレクタ回路６４と出力ラッチ回路６６の機能を含ん
で構成される。ドライバ系制御回路１７０は、上述した画像判定データ生成回路を含んで
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構成され、表示用の水平同期信号Ｈｓｙｎｃとしての走査用ラッチパルスＬＰに同期して
、表示データＲＡＭ２４から読み出された１走査ラインの静止画データと、ラインメモリ
２６からの１走査ラインの動画データとから、混在データとを生成する。
【０１０５】
ＰＷＭデコーダ回路１９０は、セレクタ回路１８０によって生成された１走査ライン毎の
混在データをラッチして、極性反転周期に従って階調値に応じたパルス幅の信号を出力す
る。液晶駆動回路６８は、ＰＷＭデコーダ回路１９０からの信号を、ＬＣＤ表示系の電圧
に応じた電圧にシフトさせ、図１に示す液晶パネル２２のセグメント電極ＳＥＧに供給す
る。
【０１０６】
２．　第２の実施形態
第１の実施形態におけるＸドライバＩＣ２８では、走査ラインごとに、ＣＰＵ１２若しく
はコントローラ１４から供給される、ラインアドレス及びカラムアドレスに基づいて、若
しくはラインデータ及びカラムデータに基づいて生成した画像判定データにより、１走査
ライン上で静止画データ及び動画データが混在する混在データを生成するようにしていた
。
【０１０７】
第２の実施形態におけるＸドライバＩＣでは、表示データＲＡＭ２４において、少なくと
も表示部のカラム位置に対応付けて、上述した画像判定データを予め記憶させるようにし
ている。この場合、表示データＲＡＭ２４には、表示部の各ラインごとに、このような画
像判定データを予め記憶させるようにすることが望ましい。
【０１０８】
図１０に、第２の実施形態における表示ドライバとしてのＸドライバＩＣの構成の概要を
示す。
【０１０９】
ただし、図３に示すＸドライバＩＣ２８と同一部分には同一符号を付し、適宜説明を省略
する。
【０１１０】
第２の実施形態におけるＸドライバＩＣ２００は、１フレーム分の静止画データを記憶す
る表示データＲＡＭ２４、１走査ライン分の動画データを記憶するラインメモリ２６を少
なくとも含む。
【０１１１】
さらに第２の実施形態におけるＸドライバＩＣ２００では、表示データＲＡＭ２４を含む
ＲＡＭ２１０を有しており、このＲＡＭ２１０にはＲＡＭ制御回路２１２によって読み出
し及び書込が制御される画像判定データＲＡＭ２２０を含む。画像判定データＲＡＭ２２
０には、少なくともカラム位置に関連付けられた画像判定データを記憶している。また、
画像判定データＲＡＭ２２０には、各ライン位置ごとに、この画像判定データを記憶して
いる。
【０１１２】
静止画データは、ＣＰＵ１２からの表示コマンド（制御信号）に基づき、ＲＡＭ制御回路
２１２によって１フレーム分、表示データＲＡＭ２４に書き込まれる。表示データＲＡＭ
２４のカラム位置、ライン位置は、表示部におけるカラム位置、ライン位置に対応付けら
れている。
【０１１３】
画像判定データは、ＣＰＵ１２からの表示コマンド（制御信号）に基づき、ＲＡＭ制御回
路２１２によって表示データＲＡＭ２４の各カラムに対応して、走査ライン単位で更に１
ビットずつ書き込まれる。また、ＣＰＵ１２によって、表示データＲＡＭ２４の各ライン
に対応して、画像判定データがライン数分書き込まれる。
【０１１４】
表示データＲＡＭ２４及び画像判定データＲＡＭ２２０からは、液晶パネル２２の１走査
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ライン分のデータ単位の静止画データ及び画像判定データが、液晶パネル２２の水平方向
の走査周期で読み出される。
【０１１５】
セレクタ回路６４は、画像判定データＲＡＭ２２０から読み出された画像判定データに基
づき、走査ライン単位にカラム位置ごとに、表示データＲＡＭ２４から読み出される静止
画データと、ラインメモリ２６から読み出される動画データとのうちいずれか一方を選択
し、静止画及び動画の混在データとして出力する。
【０１１６】
セレクタ回路６４から選択出力された１走査ライン分の混在データは、表示ユニット２０
の表示用の水平同期信号Ｈｓｙｎｃに同期して、出力ラッチ回路６６にラッチされる。
【０１１７】
液晶駆動回路６８は、出力ラッチ回路６６でラッチされた混在データに基づいて、表示ユ
ニット２０の液晶パネル２２の表示系の電圧に応じてシフトした駆動電圧をセグメント電
極に供給する。
【０１１８】
このように画像判定データＲＡＭ２２０を設け、少なくとも表示データＲＡＭ２４の各カ
ラムに対応して、走査ライン単位で更に１ビットずつ画像判定データを記憶するようにし
たので、１走査ライン上で動画及び静止画の混合表示が可能となる。
【０１１９】
特に、図１１（Ａ）に示すように、画像判定データＲＡＭ２２０に、カラム位置に対応づ
けた画像判定データのみを記憶させるようにした場合でも、上述したように図１１（Ｂ）
のように、走査ライン数分だけ画像判定データを画像判定データＲＡＭ２２０に記憶させ
、走査周期で静止画及び動画の混在データとして選択出力することができるようにしたの
で、静止画表示領域の動画を表示させる領域は矩形領域に限定されることがなくなる。
【０１２０】
また、表示データＲＡＭ２４の容量は、多階調化に伴い増加の一途をたどっているため、
上述したビットを追加することはほとんど回路規模に影響を与えることがない。
【０１２１】
このような第２の実施形態におけるＸドライバＩＣ２００の動作については、図４に示し
た第１の実施形態におけるＸドライバＩＣ２８と同様のため説明を省略する。
【０１２２】
また、ＸドライバＩＣ２００の詳細な構成例についても、図９に示した第１の実施形態と
同様であるが、表示データＲＡＭ２４に加えて画像判定データＲＡＭ２２０が設けられる
点が異なる。すなわち、第２の実施形態では、ドライバ系制御回路１７０により画像判定
データが書き込まれ、表示データＲＡＭ２４の静止画データと同様に対応する１走査ライ
ンの画像判定データが読み出され、セレクタ回路１８０で選択出力することで、混在デー
タが生成される。
【０１２３】
なお、本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨の範囲内で
種々の変形実施が可能である。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明が適用される電子機器の概略ブロック図である。
【図２】ＣＰＵ、コントローラを搭載した第１の実施形態における携帯電話機の構成の概
要を示す構成図である。
【図３】第１の実施形態における表示ドライバとしてのＸドライバＩＣの構成の概要を示
す構成図である。
【図４】図３に示したＸドライバＩＣの動作の一例を示すタイミングチャートである。
【図５】液晶パネルにおけるカラムアドレス及びラインアドレスを説明するための説明図
である。
【図６】液晶パネルにおけるラインデータとカラムデータを説明するための説明図である
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。
【図７】図７（Ａ）は、ラインデータとカラムデータとから混在データを生成するための
真理値表である。図７（Ｂ）は、ラインデータとカラムデータとに基づいて混在データを
生成するための具体的な構成例を示す回路図である。
【図８】第１の実施形態における画像判定データを生成する画像判定データ生成回路の構
成の一例を示す説明図である。
【図９】第１の実施形態におけるＸドライバＩＣの詳細なブロック構成例を示すブロック
図である。
【図１０】第２の実施形態における表示ドライバとしてのＸドライバＩＣの構成の概要を
示す構成図である。
【図１１】図１１（Ａ）は、画像判定データＲＡＭに記憶される１走査ライン分の画像判
定データを説明するための図である。図１１（Ｂ）は、画像判定データＲＡＭに記憶され
る走査ライン数分の画像判定データを説明するための図である。
【図１２】同一基板上に表示ドライバが形成された液晶パネルの構成図である。
【符号の説明】
１０　電子機器
１２　ＣＰＵ
１４　コントローラ
２０　表示ユニット
２２　液晶パネル
２２Ａ　動画表示領域
２２Ｂ　静止画表示領域
２６　ラインメモリ
２８、２００　ＸドライバＩＣ
３０　ＹドライバＩＣ
４０　携帯電話機
４２　静止画用メモリ
４４　動画用メモリ
４８　アンテナ
５０　変復調回路
５２　ディジタルビデオカメラ
５４　操作入力部
６０、２１２　ＲＡＭ制御回路
６２　シフトレジスタ
６４、１８０　セレクタ回路
６６　出力ラッチ回路
６８　液晶駆動回路
８０　カラムデータレジスタ
８２　ラインデータレジスタ
８４　データ生成回路
１００　ＣＰＵインタフェース
１０２　入出力バッファ
１０４　入力バッファ
１１０　第１のバスライン
１１２、１２２　バスホールダ
１１４　コマンドデコーダ
１１６　ステータス設定回路
１２０　第２のバスライン
１３０　ＣＰＵ系制御回路
１４０　カラムアドレス制御回路
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１５０　ページアドレス制御回路
１６２　Ｉ／Ｏバッファ
１７０　ドライバ系制御回路
１７２　Ｘドライバ系制御回路
１７４　Ｙドライバ系制御回路
１７６　発振回路
１７８　電源制御回路
１９０　ＰＷＭデコーダ回路
２１０　ＲＡＭ
２２０　画像判定データＲＡＭ 10

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】
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